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１ 【提出理由】

当社の保有する債権について、取立不能となりましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

　

２ 【報告内容】

(1)当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金

    ①債務者の名称　　ゲン・キャピタル株式会社（旧ＣＳＫファイナンス株式会社）

　　②住所　　　　　　東京都港区虎ノ門五丁目11番１号

　　③代表者の氏名　　代表取締役社長　榎本　英治

　　④資本金　　　　　100百万円

　
(2)当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

当該債務者に対する貸付債権（以下、「本貸付債権」という）は、平成21年９月に株式会社ＣＳＫホー

ルディングス（後に株式会社ＣＳＫに商号変更）がＡＣＡプロパティーズ投資事業有限責任組合にＣＳ

Ｋファイナンス株式会社（現ゲン・キャピタル株式会社）を譲渡した際に、同社が保有していた不動産

関連資産等（以下、「資産等」という）に対する貸付債権のうち、回収可能性が高い資産等に紐付いた貸

付債権を、当社と株式会社ＣＳＫの合併後も継続保有してきたものです。

　本貸付債権に紐付く全ての資産等の譲渡処分が平成25年３月28日に完了し、譲渡代金等をもって貸付債

権を回収するものの、資産譲渡額が貸付債権の残額に満たないため、一部の貸付債権の取立が不能とな

り、本貸付債権について債権放棄することとしたものです。

　

(3)当該債務者に対する債権の種類及び金額

短期貸付金　10,317百万円

　

　(4)当該事実が当社の事業に及ぼす影響

本貸付債権の当該取立不能額につきましては、合併以前に株式会社ＣＳＫにて貸倒引当金を全額計上

済みであり、合併に伴い当該貸倒引当金を承継していることから、当期の業績において本件に係る損失は

発生いたしません。また、当期の業績予想に変更はございません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上　
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